
 

 

 

 

港区特別職報酬等審議会答申（概要） 

 
１ 区議会議員の議員報酬及び特別職の給料 

  ０．９８％引き上げる。 

（令和５年職員の給与等に関する報告及び勧告 初任給、若年層に重点を置きつつ、

全ての級及び号給で１，０００円以上の引上げ） 

 

議員の報酬 

区分 改定後の報酬月額 現行の報酬月額 引上げ額 

議長 ９１１，４００円  ９０２，６００円 ８，８００円

副議長 ７８７，８００円 ７８０，２００円 ７，６００円

委員長 ６５６，２００円 ６４９，８００円 ６，４００円

副委員長 ６２８，８００円 ６２２，７００円 ６，１００円

議員 ６１６，７００円 ６１０，７００円 ６，０００円

※実施時期 令和５年５月１日 

 

特別職の給料 

区分 改定後の給料月額 現行の給料月額 引上げ額 

区長 １，２６１，７００円 １，２４９，５００円 １２，２００円

副区長 １，０１４，６００円 １，００４，８００円 ９，８００円

教育委員会教育長 ９４２，７００円 ９３３，６００円 ９，１００円

常勤監査委員 ７５４，２００円 ７４６，９００円 ７，３００円

※実施時期 令和５年４月１日 

 
２ 区議会議員及び特別職の期末手当 

  年間支給月数を０．１月引き上げる。 

（令和５年職員の給与等に関する報告及び勧告 年間の支給月数を０．１月引上げ） 

 

支給月 ６月 １２月 合計 

現行の年間支給月数 １.９５月 １.９５月 ３.９０月 

令和５年度 
１.９５月 

（ ― ） 

２.０５月 

（０.１０月） 

４.００月 

（０.１０月）

令和６年度以降 
２.００月 

（０.０５月）

２.００月 

（０.０５月） 

４.００月 

（０.１０月）

※実施時期 令和５年度は令和５年１２月１日、令和６年度以降は令和６年４月１日

から実施 


